
介 護 保 険 最 新 情 報

Vol.564 

平成 28 年９月 27 日 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課 

今回の内容 

介護保険料の還付及び還付加算金の取扱いについて 

計 12 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2164） 

FAX : 03-3503-2167 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/

http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/


 
       

 老介発０９２７第１号 

平成２８年９月２７日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

介護保険料の還付及び還付加算金の取扱いについて 

 

  

今般、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に係る保険料の還付及び還付加

算金の取扱いについて、総務省に行政相談があり、総務大臣が開催する行政苦情救済

推進会議において検討が行われた。その結果、総務省行政評価局長より、総務省設置

法（平成11年法律第91号）第４条第１項第15号の規定に基づき、別添のとおり、①平

成26年度までに賦課決定された保険料のうち減額賦課事由が生じている保険料につ

いては、いずれの市町村及び広域連合においても５年程度遡及して適正に減額賦課さ

れ、過徴収の保険料が還付されるよう改めて周知すること、②還付加算金については、

いずれの市町村においても、消滅時効を５年として適正に加算するよう周知すること、

とのあっせんが行われた。 

このため、下記について、内容を御了知の上、貴都道府県内保険者等への周知に御

配慮願いたい。 

 

記 

 
１ 介護保険料の還付の取扱いについて 
（１）行政相談の趣旨 

所得額の減額更正に伴い還付される保険料について、所得税や地方税と同様に 
  過去５年間に遡及更正して還付してほしい。 
 
（２）介護保険料の保険料賦課額を減額する場合の留意事項 

平成26年度までの第１号被保険者の保険料賦課額の減額等の取扱いについては、

「保険料賦課額の減額等に係る取扱いについて」（平成25年６月14日付老介発0614

第２号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知）でお示ししているとおり、地方

税の課税標準の減額等が行われた場合には、介護保険法（平成９年法律第123号）

第200条第１項に定める保険料を徴収する権利の消滅時効にかかわらず、当該年度
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における最初の保険料の納期の翌日から起算して２年を経過した日以後において

も、遡って保険料賦課額を減額することができる。この場合において、地方税の

課税標準又は税額を減少させる賦課決定は地方税法（昭和25年法律第226号）第17

条の５第４項の規定により５年以内とされていることから、５年程度遡って保険

料賦課額を減額することが想定される。 

なお、平成27年度以降の第１号被保険者の保険料については、介護保険法第200

条の２（平成27年４月新設）の規定に基づき当該年度における最初の保険料の納

期の翌日から起算して２年を経過した日以後において減額賦課することができな

い。 

 
２ 介護保険料を還付する場合の還付加算金の取扱いについて 
（１）行政相談の趣旨 
   保険料の還付加算金を受ける権利の消滅時効は５年であるが、２年と解してい

る市がある。全国の市町村にも少なからず同じように２年と解している市町村が

あると思われるので、厚生労働省は、市町村に保険料の還付加算金の時効期間を

周知する必要があるのではないか。 
 
（２）介護保険料の還付加算金の消滅時効に係る留意事項 
   介護保険料は、介護保険法第 144 条の規定により、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 231 条の３第３項に規定する法律で定める歳入とされ、その還付

については、同条第１項及び第４項の規定により、地方税法の例によるところと

されることから、地方税法第 17 条の４の例により、その還付に当たっては還付

加算金を加算する必要がある。 

保険料賦課額の減額等に基づき発生した還付加算金の消滅時効については、介

護保険法において規定がないため、地方自治法第 236 条第１項の規定により５年

となる。 
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ARYEB
ノート注釈
ARYEB : Accepted

ARYEB
ノート注釈
ARYEB : Accepted

ARYEB
テキストボックス
　別添
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